
教育こども常任委員会行政視察報告書 
 
 
 
 
・視察期間  平成２９年１０月１８日（水）～平成２９年１０月２０日（金）２泊３日 
 
 
 
・視察先   戸田市       産官学民連携による先進的な教師力向上教員研修に

ついて 
       松戸市       子育てコーディネーター事業について 
       船橋市       小中学校運動部活動指導者派遣事業について 
       石川県       在宅育児家庭への支援について 
 
 
・視察委員  委 員 長  吉 井 竜 二 

副委員長  一 色 風 子 
       委  員  岩 下   彰 
         〃    坂 上   明 
         〃    庄 本 けんじ 
         〃    はまぐち 仁士 
         〃    福 井   浄 
         〃    松山 かつのり 
 
 
※上記の順に行政視察報告書を掲載しています。 
 



教育こども常任委員会 管外視察報告 

委員氏名 吉井 竜二 
 
 
 
 
調査期間 
平成２９年１０月１８日〜平成２９年１０月２０日 
 
 
 
 
調査先及び調査事項 
１． 埼玉県戸田市「産官学民連携による先進的な教師力向上教員研

修について」 
２． 千葉県松戸市「子育てコーディネーター事業について」 
３． 千葉県船橋市「船橋市小中学校運動部活動指導者派遣事業につ

いて」 
４． 石川県「在宅育児家庭への支援について」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１． 埼玉県戸田市「産官学民連携による先進的な教師力向上教員研

修について」 
 
 平成２６年から戸田市は教育力向上に向け、ベネッセコーポレー

ションやインテル、グーグル、青山学院大学と連携し、ＩＣＴ（情

報通信技術）を活用した授業づくりに向けた小中学校の教員研修を

始めた。 

 戸田市の「産官学民」とは一般のそれとは違い、「産＝産業界」「官 

＝厚生労働省、産業省などの行政機関」「学＝研究機関」「民＝民間

企業ではなく、地元」という定義をしている。 

 

 研修では、ベネッセのタブレット（多機能携帯端末）向け教育ソ

フトを各科目で効果的に利用する方法を学んだり、指導力向上を図

るためのインテルの研修プログラムを受けるといった内容であり、

新しい授業づくりについて考え、生徒に知識だけでなく、思考力や

コミュニケーション力を身につけてもらう取り組みにつなげたい考

えのもと、行っている。 

 

なぜ、戸田市はこの事業を始めたのか。 

それは戸田市の人口戦略にある。 

 

 戸田市は首都圏のベッドタウンとして人気の街ではあるが、街を

代表する産業のようなものはない。 

そこで、市全体をあげて、「教育」を街の目玉とすることとした。 

 

 市では、変化が激しく将来の予測が困難な時代でも、戸田で教育

を受けた子が、自分の人生を切り拓き、よりよい社会を創り出して

いくことができるよう『21 世紀型スキル』、『汎用的スキル』、『非

認知スキル』の育成を目指すことを目標とし、産官学民との連携に

よる Pプログラミング教育、E経済教育、E英語教育、Rリーディン

グ・スキルの『戸田市 PEER（ぴあ）カリキュラム』を作成し、これ

を元に教育を行っている。 



この「戸田市 PEER カリキュラム」というものが非常に印象的でこ

の取り組みがしっかり機能し、戸田市は学力も県内１位となってい

る。 

 教育長は教育現場には珍しい「コストパフォーマンス」という観

点も非常に大事にしており、企業との連携については、単なる受益

者という関係ではなく、対等な立場で、戸田市の教育の為になるも

のは協議した上で、有用なものはしっかり取り入れていくという

Win-Win の関係を継続していくことを意識して取り組んでいる。 

 

 今回の視察については当初、「教職員の研修」についての学びを

期待したが、結果的にはそれよりも有益と言える、戸田市の教育的

スタンスのあり方や、想いについて深く学ぶことができた。 

 教育は全ての人間が受けた事があり、教育については多くの人間

が口を出しがちな分野である。「医療」や「建築」といった分野と

異なる点はここにあり、色々な意見を聞いていては、ひとつにまと

まらないし、混乱を招く事態にしばしば陥りがちである。これに対

しては「エビデンスベース」での議論を行なっていくことを基本と

することで回避が可能である。全ての取り組みに対して、どうだっ

たのかを追うことによって、「結果」という圧倒的な継続理由や判

断理由として説明できる点も大きなヒントとなったと考える。 

 

 市長と教育長が「教育を人口戦略に据える」という点でコンセン

サスが取れており、それを本気で実行し、結果を出している。 

 その本質はやはり、教育長をはじめとする、戸田市の教育に携わ

る人間の想いがしっかりと共有されていて、統制がとれる仕組みを

構築できているからに他ならない。 

 人口規模や取り巻く環境は本市と異なるが、戸田市から学べる事

は非常に多いと感じる視察だったと振り返る。 

 

 

２． 千葉県松戸市「子育てコーディネーター事業について」 

 



 子育てコーディネーターとは、松戸市地域子育て支援拠点事業に

おいて従事する者のうち、一定の基準を満たす者を「松戸市子育てコ

ーディネーター」として認定し、一人ひとりの子供が健やかに成長す

ることができる地域社会の実現に寄与するため、子供及びその保護 

者等、または妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育・保

健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行う

ことを目的とするものである。 

 子育てコーディネーターの業務は「１．子育てニーズを把握し、

情報の集約や相談業務にあたる」「２．教育や保育現場などの子育

て支援機関との連絡調整にあたり、円滑な子育てができる環境の開

発に寄与すること」「３．広報活動」が主であり、横浜市の子育て

コンシェルジュと共に国のモデル事業となった。 

 実際に松戸市に足を運び、ホームページや資料だけでは得られな

い情報を多くいただき、非常に有益な視察だった。特に、子育てコ

ーディネーター同士の情報共有やコンセンサスを取ることが課題で

あり、今年度から会議の回数や集まる回数を増やし、それをカバー

していく取り組みを行っている事を聞き、本市の子育てコンシェル

ジュについても同様の課題があるのではと考える。 

 

 

 

３．千葉県船橋市「小中学校運動部活動指導者派遣事業について」 

 この事業の目的は、市内小中学校の運動部活動の振興を図るため、

専門的な指導力を備えた指導者を必要とする小中学校に対して民間

の指導者を派遣し、運動部活動の充実を図るというものである。 

 内容としては１つの運動部につき、年間３５回まで指導が可能で

あり、１回の活動時間はおおよそ２時間程度としている。 

 船橋市では、この事業を平成４年から実施しており、既に２５年

以上経過している事業である。 

 中学校などの運動部においては、顧問だからといって、その競技



についての専門的な知識があるとは限らない。そんな中で、市内の

ある中学校では元プロ野球選手が長年に渡り、外部指導者として登

録されており、その中学校は県大会で優勝し、関東大会で優勝し、

全国大会にまで駒を進めるに至る例も出ている。 

 この例は極端ではあるが、専門的な指導者がいないが為に、その

競技を楽しめなかったり、効果的な指導がないが故に才能が開花し

ないケースはじゅうぶんに危惧されるのではないだろうか。 

 西宮市においては、今後まだ１０年ぐらいは人口増加が続く見込

みではあるが、地域によっては過疎化が進み、そこに住む子供がス

ポーツを触れることができないケースが今後出てくることが予想さ

れる。部活動指導員派遣事業も含め、部活動のあり方を今一度見直

す必要があるのではないかと考えさせられる視察であった。 

 

４．石川県「在宅育児家庭への支援について」 
 

 石川県は「マイ保育事業」の発祥地であり、マイ保育制度を柱と

した育児支援を行っている。 
 この事業は、地域や家庭の子育て力の低下による育児負担感、不

安感の高まりを受け、保育所を子育て支援拠点と位置づけ、「マイ

保育園登録制度」として平成１７年より実施している。 

 事業の内容は、在宅保育の母親を対象とした育児相談や、一時保

育の利用などによる育児負担の軽減が主である。 

 マイ保育の登録については地域によって差はあるものの、登録率

自体は非常に高く、制度を利用するための門戸は広く住民に開かれ

ているのかなといった印象であった。 

 今後の課題としては「マイ保育＝一時預かり」という印象が強く、

利用についてもやはり一時保育での利用が多いということなので、

多岐に渡る有用なサービスが利用されずにいるのは勿体無いので、

サービス内容の周知が必要と感じた。 



 
 
【西宮市への提言】 
—教育委員会 
 
・教職員の研修の有無に関わらず、事業の効果を量るために、「エビ

デンスベース」の考え方を取り入れてはどうか。 
 
 →現在行っている PDCA では振り返りや効果判定について、明瞭

さに欠けるところがあるのではと考える。市の施策についてはドラ

スティックに行う必要はないと考えるが、効果がわかりづらいのも

少々問題かなと思う。効果が明確にわかれば、外部の機関も市と連

携して何が得られるのかが想像しやすい。産官学の連携が囁かれる

今日において、外部の企業と連携が取りやすいというのは大きなメ

リットに繋がる可能性があるので、ご検討いただければと考える。 
 
 
・部活動指導員派遣について、検討してはどうか。 
 
 →西宮市においては、今後まだ１０年ぐらいは人口増加が続く見

込みではあるが、地域によっては過疎化が進み、そこに住む子供が

スポーツを触れることができないケースが今後出てくることが予想

される。部活動指導員派遣によって、子供たちが望んでいる競技に

アクセスできる環境を作れるのであれば、是非検討していただきた

いと考える。 

 

 
 
 
—こども支援局 
 
・マイ保育のように、保育所をより身近で相談できる環境に整備し



てはどうか。 
 
 →本市においては、「保育所＝通っている子供のもの」という位置

づけで考えている保護者が多いと考える。石川県や大阪府堺市では

そうではないものになっている。在家庭のお母さんにとっても優し

い西宮をしっかり作り、アピールすべきと考える。 
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委員会行政視察報告書 
 

委員氏名   一色 風子   

 
 
◇ 戸田市◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 「産官学民連携による先進的な教師力向上教員研修について」 
 
〈目的〉 

 新教育委員会制度への移行に伴い第 3 次教育振興計画や大綱の策定とともに産官学民

連携による先進的な教育推進などの教育改革からみる総合的な教師力向上を進める戸田

市教育委員会のお話を伺い、今後新学習指導要領に基づきアクティブラーニングなど子ど

もたちの主体的学びなどのために必要な教師の指導力向上のため、民間との連携で更に西

宮市での新しい研修制度の導入ができないか？外部の力を使うことで今までにない研修を

進めることはできないか？また、新教育委員会制度の下、教育委員提案制度などをはじめ活

発で主体的な教育委員会を目指し、教育委員の考えが生かされている現場を学び、西宮市

での教育委員会の更なる活性化のヒントを学ぶことを目的に視察に伺った。 
 
〈概要〉 

 「産官学民と連携した攻めの教育行政」と題して地方創生とまちづくりの有効な手段として

「教育による人づくり」を進めている。エビデンスベースやコストパフォーマンスを念頭に教育

事業の見直しを図り教育の質を県内、全国トップクラスになるようにしたいという思いがある。

ICT ツールを使いこなしながら AI での代替えは難しい人としての力の育成、産官学と連携

した知のリソースを使ったコストパフォーマンスの高い最先端の質の高い教育が提供される

win-win の関係を構築し実証による政策形成教育に舵を切り、攻めの教育行政に努めてい

る。 
 
〈質疑の内容〉 

 質） 教育委員の教育委員提案制度の導入時の課題は？ 
 答） 遠慮をなくす主体性を持つことができる環境作り。いつでも学校訪問でき最新の教育

情報を得られるようにわかりやすい説明を心がけている。 
 
 質） 教育委員への研修はどのようなものか？ 
 答） 「学び続ける教育委員会」をモットーに教員と一緒に研修 
 
 質） 拡大総合教育会議の効果は？ 
 答） 教育のあるべき姿の共有、教育委員会会議の議員の傍聴者数が増。 
 
 質） 民間業者が入ることでの議論は？ 
 答） 教育改革プランのポスターが各学校に掲示されており意識付けされている。教育長

自ら毎月校長、教頭会議での説明をしている。財政負担が少ないことで話が通りやすい。 
 
 質） 学校への研究校を指定する場合の方法は？ 
 答） 各学校の主体性をもって決定している。 
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 質） 教育センターの役割やあり方の変化などはあったか？ 
 答） 全指導主事が全課・協働運営し、指導主事全員が研修を受けている。専門研修の一

新もした。 
 
 質） 産官学の新しい研修について、研究の報告について教員の負担増はどのように解消

されているのか？ 
 答） 負担増には配慮しており、研修報告は研修内でまとめられるようにしている。研修の

結果を直接指導主事が参観を通して確認している。 
 
〈視察に行ってわかったこと・その他〉 

 本市と比較すると教育行政をまちのシティプロモーションとして捉え、未来を見据え前向き

に様々なことに取り組んでいることがわかった。攻めの教育行政というだけあり、産官学の連

携などでは失敗例も多数あるが全てがプラス、学びに繋がるという視点でされている。 
積極的に国などとも連携し他市との連携も模索されているようで、是非本市とも情報交換

などをしながら教育の分野を高めていきたいという意欲を感じた。 
新教育長となり、所信表明をしたことを実現させるために取り組まれているという熱意を感

じた。 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
以下教育効果を上げている学校の 10 か条を教えていただいた。 
 
�管理職が学力向上に危機管理をもち、強いリーダーシップを発揮 
�学力分析を丁寧に行い、その結果に基づいた取り組みを継続して実施 
�全教員が主体的・対話的で深い学びの視点で日々の授業改善に尽力 
�学習規律が徹底され、認め合い支え合う関係を育成 
�授業や様々な教育活動で UD 化に基づくきめ細やかな配慮を実践 
�学校独自の特色ある取り組みや共通する指導を全教職員でやり抜く 
�教育集団が共に学び合う関係性を構築 
�学力向上の直接な手立てではない教育活動にも共通行動を徹底 
�「考えて読んで書く活動や論理的な言葉のトレーニング」を徹底 
�家庭学習の習慣化の育成 
 
 
◇ 松戸市◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 「子育てコーディネーター事業について」 
 
〈目的〉 

 施策研究テーマでもある「在家庭への支援」について、現在西宮市でもおこなわれている

子育て支援の充実を更に良くするため、子育てコンシェルジュや子育て広場の活用を広げ

る方法を知るために、松戸市で行われている子育てコーディネーター事業について学び、子

育ての相談業務やコンシェルジュの業務を広く市民に知っていただく方法を考える目的で視

察に伺った。 
 
〈概要〉 

 出生数は減少しているが家庭児童相談では児童虐待家庭数は増加傾向にあり、子育て中

の保護者が様々なことで悩んでいる現状があることがわかった。総合的に多様な子育て支援

策に取り組んでいるが、子育て支援のメニューが多岐にわたるため初めて子どもを持った方

にはわかりづらく、支援が受けられないこともあり、結果として子育て支援や子育ての不安を
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軽減できない方が多く存在していることがわかった。そのような背景の中で、子育て中の保護

者が気軽に相談できる環境を整えるため、地域子育て支援拠点に研修を受けた子育てコー

ディネーターを配置し、広場に足を運ぶ親子がコーディネーターとの信頼関係を築き相談し

やすい環境作りを整えている。また、子育てコーディネーター研修後はフォローアップ研修を

実施し情報交換や行政、民間施設との顔の見える関係作りを進めている。 
 
〈質疑の内容〉 

 質） この事業の存在を知ってもらうための活動が大変だと思うが、周知や広報については

どういった方法をとっているのか？ 
 答） 各施設へのチラシ配布等を通じてコーディネーターに様々な施設へ足を運んで頂い

ている。また、コーディネーターの研修に他課の職員を講師として派遣することにより、

市職員にも認識を深めてもらう。その他に、子育て支援課が中心となり、年に 1 度市内

を 5 校区に分けて「子育て支援に関する関係機関との情報交換会」を開催している。こ

の会議には市職員をはじめ、保育園、幼稚園、民生委員などの市内の子育て支援に関

わる団体の方々に参加していただいている。この会議にコーディネーターが参加するこ

とにより、コーディネーターの認知度を高め、地域の方との連携を強化している。 
 
 質） コンシェルジュとコーディネーターの業務内容の住み分けは？ 
 答） コンシェルジュは幼児保育課に常駐しており、保育園入所に関することなど幼児保育

課事業に特化した相談を受け付けている。コーディネーターは地域子育て支援拠点に

常駐しており、子育て支援に関する相談を広く受け付けている。 
 
 質） コーディネーターの平均年齢は？ 
 答） 40 代から 70 代 
 
 質） コーディネーターになれる推薦の基準は？ 
 答） 推薦基準は各法人に任せている。 
 
 質） 配置基準はあるのか？ 
 答） 1 人以上配置 
 
〈視察に行ってわかったこと・その他〉 

 利用者がわかりやすい仕組みを整えていることがわかった。また、常駐型のコーディネータ

ーが研修を受けることで専門性を担保でき、子育て広場に足を運ぶ保護者の方々に様々な

情報提供や、相談業務をする中で市内にある社会資源に繋ぐ役目を発揮している。コーデ

ィネーターはあくまで受け身の姿勢で、「安心して利用できる場所と安心して話ができる人」

に徹しているということがわかった。広場事業は校区にこだわることなく、必要な地域に展開

し土日を含む 5 日開館している広場や駅前ビル、商業施設の中で開設し利用しやすい環境

を整えていることがわかった。 
 
 
◇ 船橋市◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 「小中学校運動部活動指導者派遣事業について」 
 
〈目的〉 

 教員負担を減らすため部活動に外部指導者を招く議論が全国的にも広がっている中、平

成 4 年から外部指導者派遣事業を実施している船橋市の実施概要を視察させていただき、
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西宮市でも教員負担軽減や部活動の向上を目指した事業実施のためのヒントを得ることを目

的にして視察させていただいた。 
 
〈概要〉 

 市内小中学校の運動部活動の振興を図るために専門的な指導力を備えた指導者を必要

とする小中学校に対して、民間の指導者を派遣し運動部活動の充実を図る。ボランティアで

指導をお願いしていたものを制度化することで部活動の趣旨を理解していただき、運動部活

動の意義についての確認をすることができる。 
 
〈質疑の内容〉 

 質） 外部の人材を呼ぶにあたって、その人のこだわりや自分の流儀が強すぎてトラブルに

なってしまうのではという懸念を抱いているが、そういった問題についてはどのように対

応しているのか？ 
 答） 外部指導者は、希望する学校が人材を探し、学校長が推薦した者を市教委に名簿を

提出し市教委が委嘱します。年度初めに委嘱状交付式及び説明会を開き、学校関係

者（主に管理職）とともに出席していただき、本事業の趣旨を確認する。また、千葉県教

育委員会から出されている「安全で充実した運動部活動のためのガイドライン」を配布し、

運動部活動の意義についての確認も行っている。 
 
 質） 指導者を自校で探すことへの負担は？ 
 答） 基本的には、各学校において外部指導者を探していただいている。それが困難な場

合は保健体育課に相談がある場合もあるが、現在は充足している。 
 
 質） 部活動の位置づけは？ 
 答） 学習指導要領の総則の通り位置付けしている。なお、中学校における部活動につい

ては、教育課程外の活動であるものの学校教育活動の一環として、学校生活において

大きな意義や役割を果たしている。 
 
〈視察に行ってわかったこと・その他〉 

 部活動の外部指導者は昔からされており、それを制度化したものがこの事業になっている

ようだ。外部指導者派遣のための要項があり、派遣回数（年間 35 回）1 回の指導時間（2 時

間程度）など指導方法が明文化されている。外部指導者のためのガイドラインもあり、一定市

内で共有されているようであった。ただ、外部指導者の引率などは国県の動向を待っている

状況であり、制度の整備には至っていなかった。 
 
 
◇ 石川県◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 「在宅育児家庭への支援について」  
 
〈目的〉 

  施策研究テーマでもある「在家庭への支援」について、現在西宮市でもおこなわれている

子育て支援の充実を更に良くするため、また短期体験保育や一時預かり事業などの充実の

ために先進事例のお話を伺い、待機児童対策だけでなく並行してできる子育て支援の強化

を目指す目的で視察させていただいた。 
  
〈概要〉 

 石川県では全国に先駆けて「マイ保育園」制度を導入し、妊娠期からの切れ目のない支援
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の拠点を身近な保育所に位置づけている。妊娠期に近隣の保育所に登録すると、妊娠期は

赤ちゃんのお世話の方法を保育所で学び、出産後は一時預かりや育児相談、親子体験教

室、子育て支援プランの作成などを通して保育所が子育て支援の中心となっている。また、

新たに「在宅育児家庭通園保育モデル事業」をスタートし 3 歳未満児の保育所にも幼稚園

にも行けない親子への支援を始めた。定期的に集団保育を受けることができるよう通園に準

じた保育サービスをモデル的に提供。（例：週 2，3 回程度、1 回あたり 4 時間程度、1 時間

当たり 200 円程度負担） 
 
〈質疑の内容〉 
 質） コーディネーターはどのようになっているのか？ 
 答） 主に保育士の主任の先生、3 カ月の研修をしている 
  
 質） 保育士確保は問題ないのか？ 
 答） 地域性がある 
  
 質） 金沢市は含まれていないようだが？ 
 答） 中核市だからということはなく類似偉業をしている。 
 
 質） 対象となっているところは決まっているのか？また、拠点事業はどこがしているのか？ 
 答） 対象は全ての園。拠点事業は保育所 
 
〈視察に行ってわかったこと・その他〉 

 希望する家庭への子育て支援プランの作成について 
 １、家庭生活調査票の作成 
 ２、アセスメントシートの作成 
 ３、支援プランの作成（長期用） 
 ４、支援プランの作成（月間用） 
 ５、経過観察、記録の作成 
 この 5 つの流れでその家庭に沿った支援を受けられるようにカレンダーのような形で支援

策がわかるようになっている。 
 その人その人にあった必要な支援を形にするという意味では、松戸市同様多岐にわたる支

援策をわかりやすくしているもので利用する側必要としている保護者に寄り添った形となって

いる。 
 
 
 
◇◇◇（当局への提言）◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
◆ 教育委員会 
 
 戸田市での視察を踏まえ「攻めの教育行政」「学び続ける教育委員会」など積極的に様々

な取り組みができる柔軟性を持ち、今後「総合教育センター」の整備などにあわせて西宮市

としてどのように「教育」をまちの魅力として打ち出していくか具体的に考えるよう提言します。 
 船橋市の外部指導者派遣事業からは、全市的に統一した部活動への見解を外部指導者

の方や受け入れる学校側にわかりやすく説明できるようガイドラインの導入などを検討するこ

とを提言します。 
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◆ こども支援局 
 
 在家庭への支援を中心に今回視察させていただきました。常駐型のコーディネータの採用

や地域・民間の力を利用した子育て広場の開設などまだまだ西宮市としてできることは潜在

していると感じました。西宮市として今ある社会的資源を有効に使えるよう、利用者・保護者

の使いやすい制度として再構築するように提言します。 







管 外 視 察 報 告 

委員氏名；坂  上   明 

戸 田 市 

テーマ ； 産官学民連携による先進的な教師力向上教員研修について 

何はともあれ、先ず以って、教育長のそのずば抜けたリーダーシップに感銘を受けた次第

である。 

この様な方が、教育長として新教育委員会制度のもと陣頭指揮を執って頂ければ、教育行

政の発展は間違いない！ 

この度の視察テーマについても、教育長自らご説明されご自身の熱い思いをご披露頂き、

また自らのご人脈で文部科学省から招聘された教育政策室長が、教育長の補佐としてご説明

に加わって頂く。 

○戸田市教育委員会 戸ヶ﨑 勤 教育長 

○戸田市教育委員会 渡部 剛士 教育政策室長 

このお二方の二人三脚で、今後の戸田市の教育行政を牽引されるのだろうが、戸田市の教

育行政の発展は約束されたも同じであろう。これは、視察に伺った委員全員のお考えではな

いだろうか。 

この度のテーマ云々ではなく、上述の様な、ずば抜けた指導力あっての政策実現である。 

何事も過去の前例や慣例を重視するのも確かに必要だが、他にはないもの・困難な事に挑

戦するといった勇気や、やる気が不可欠である事を、本市教育委員会には是非気づいて頂き

たい。 

 

戸ヶ崎教育長ご自身が、この度の視察の為にお作り頂いた「産官学民と連携した攻めの教

育行政」の 12 ページ[校長会議で協調していること]の(2)校長のリーダーシップ①で 

→ 「校長が代われば学校が変わる」から「校長が変われば学校が変わる」の実践を謂

っている。 

   つまり「人事ではなく、意識改革である。」という事。 

 

※まさに目から鱗である。この上なく感銘を受け、帰り際に「本市へ是非に…」と

申し上げると、「いつでも参ります。お申し付け下さい。」との事。西宮市で職員

に対しご講演を頂くか、または戸田市への視察をご提案させて頂く。私も、再度

戸ヶ崎教育長にご指南賜りたい。 

     

 



 

松 戸 市 

テーマ；子育てコーディネーター事業について 

県北西部、江戸川を挟んで東京都と隣接し、都心まで電車で 20 分の距離にあり、東京の

ベッドタウンとして発展。面積は 61,38 ㎢乍ら、人口は約 483,000 人と本市とほぼ同じであ

る。その雄市松戸市は平成 16 年 4 月に国基準待機児童ゼロを達成。市内全駅の駅前・駅中

への小規模保育施設整備をはじめ、子供の未来応援事業を積極的に展開する等、子育てしや

すい環境整備を展開。 

待機児童ゼロ対策 

松戸市は、現在待機児童対策を最優先課題として取り組まれている。 

実際に保育所への入所で、第1希望から第3希望のいずれかに入所出来た割合は93％で、

兄弟姉妹で同施設に入所している割合は 95％と高い数値である。 

保育の受け皿を大幅に拡大する為、０～２歳児の受け皿を行う小規模保育施設の整備を積

極的に進め、その数は県内最多の４５で、駅前・駅中に整備されている。 

また、幼稚園の預かり保育を推進。「幼稚園に入園させたいけど仕事があるから無理」「保

育園よりおカネがかかるから無理」とあきらめている方の為に、その問題をクリアする助成

制度を実施している。 

早朝から夕方まで預かってくれる幼稚園があり、預かり保育の費用を市が助成し、保育園

と同程度の負担で幼稚園を選択できるようになり、利用者は平成２７年度の 100 名から 28

年度は 208 名と倍増している。 

子育て相談が充実 

○主に 0 歳から 3 歳児に向けに無料開放されている親子の遊び場「おやこＤＥ広場」や

「子育て支援センター」に市認定の「子育てコーディネーター」が常駐。 

→ 乳幼児とその保護者が気軽に集える広場で、遊びや交流・友達づくりの場として

活用しながら気軽に相談できる。 

[子育てコーディネーター] 

○事業の概要 

⑴政策の位置付け…松戸市次世代育成支援行動計画(後期計画)の計画事業として、平成 23

年度に開始。 

⑵コーディネーターの認定要件…23 か所の拠点に於いて、施設の運営者からの推薦によ

り、核施設の中心スタッフを募集。 

⑶認定講座・フォローアップ講座…認定講座を実施するとともに、スキルアップの為のフ



ォローアップ講座を毎年継続的に実施。 

⑷認定者数 72 名(平成 29 年 4 月 1 日現在)…平成 23 年度 第 1 期認定者 28 名 

                     平成 25 年度 第 2 期認定者 24 名 

                     平成 28 年度 第 3 期認定者 36 名 

⑸職員の配置…25 年度より各施設２～３名を認定。 

       拠点スタッフ以外に常時１名以上配置。 

 

○なぜ、地域子育て支援拠点に配置したのか 

⑴拠点のスタッフは身近な存在 

 行政機関では敷居が高い。指導、解決、結果を求めてしまう。行政機関の場合、相談だ

けでは難しい。 

⑵追いかけると逃げる 

 家庭訪問は拒絶される事もある。行政機関の場合「怒られる」と感じてしまう人もいる。

拠点に何回か足を運んでスタッフを信頼してから相談が始まる。 

⑶市内全域に配置 

 23 か所の施設に、年間延べ 23 万人以上の親子が利用。先ずは拠点施設に遊びに来ても

らう事から。 

⑷全ての施設の質が保たれている 

 おやこＤＥ広場、支援センターがそれぞれ連絡会を持ち、定期的な情報交換、全体の質

の向上を目指している。 

⑸「地域の子育て拠点」として 

 ただの遊び場ではなく、行政、地域の町会、商店、保育所、幼稚園、子育て支援施設と

子育て家庭をつなぐ施設となる。 

 

○子育てコーディネーターに求める資質(研修プログラム) 

⑴必要な知識・技能 

 １ 松戸市役所の仕組みと政策を知る。 

 ２ 子育てに関わる施策や事業を知る。 

 ３ 子育てに関わる担当部署と職員を知る。 

 ４ 地域の子育て支援施設や公共施設を知る。 

 ５ 地域の特徴を知る。 

⑵必要な視点 

 １ あくまで受け身の姿勢で。・・・ 追わない 見つけない つなぐ 

 ２ 安心して利用できる場所と、安心して話が出来る人になる。 

 ３ 相談、疑問に適切に対応できる。 

  ・大切なのは地域の情報収集と連携 

  ・コーディネーター自身が、地域の機関と顔の見える関係を持つ。 

 ４ 行政の専門機関との役割を知る。 



  ・事業や機関との間で役割を的確に判断し対応する。 

 

○保育サービスの総合案内「利用支援コンシェルジュ」を設置 

→ 「子育てコーディネーター」と連携し子育て支援。 

 

○全公立保育所で、5 歳児を対象としたネイティブ講師による「楽しい英語あそび」を実

施。これは、全国的にも珍しく人口 30 万人以上の自治体では初の取り組みである。 

 

小児医療と周産期医療が充実 

 ○松戸市は、地域のかかりつけの病院から総合病院まで医療施設の数が多く、医療体制が

充実している。その中で、通常医療だけでなく、緊急性の高い救急医療を 24 時間体制

で受け入れる３次救急機関「救命救急センター」をもつ松戸市立病院や、県外近郊の地

域の中核をなす病院として知られ、院内に小児救急も行う「小児医療センター」や、妊

婦が安心して出産できる「地域周産期母子医療センター」も併設。 

 

 住宅取得補助金制度 

 ○３世代同居等の住宅取得補助金制度 → 子育ての手伝いや将来的な介護サポートな

ど、お互いの不安や負担を減らして安心して暮らす事の出来る「近居」と「同居」をサ

ポートするべく、28 年度から「松戸市子育て世帯 親元近居・同居住宅取得補助金」

を実施。(近居 50 万円・同居 75 万円) 

 更に 29 年 5 月には、子育てを積極的に応援する松戸市の取り組みが認められ、県内初

の金利引き下げ協定締結。松戸市の住宅取得補助金の対象者が「フラット 35」を利用

した場合は、最初の 5 年間の金利が 0,25%引き下げられる事になり、更に特に住宅購入

出来るようになる。「松戸市子育て世帯 親元近居・同居住宅取得補助金」との併用も

可能。 

 

松戸市はここ２年連続で「待機児童ゼロ」を達成した！ 

〝東京に隣接した子育てしやすい街〟として、上記の様に待機児童対策をはじめ様々な取り

組みを行っている。 

視察時に、病児保育・病後児保育について、医師会との連携についてお聞きしたところ、「ま

さにそれが一番大事です。常に連絡を取り合い、情報交換し共有する事を心掛けている。」

との事。 

私が常任委員会で同じ質問をさせて頂いたが、本市の回答とは大違い。よく見習い、積極果

敢に政策推進に邁進されたい。 

 

 



船 橋 市 

テーマ ； 小中学校運動部活動指導者派遣事業について 

 

 私は過去幾度となく「スポーツ振興」について一般質問をし、先の９月議会では、主に「西

宮市スポーツ推進計画」の中間見直しの時期にあたり、その見直し作業について取り上げさ

せて頂いた。 

改めて、その見直し作業にあたっては万全を期して頂く事を強く要望したい。 

 とりわけ、トップアスリートの育成をメーンテーマとして、競技スポーツの推進・指導者

の外部からの招聘や内部指導者の育成については教育長自らご答弁を頂いた事でもあり、と

にかく〝本気〟でやって頂きたい。 

 その折も折、雄市船橋市の「小中学校運動部活動指導者派遣事業」がテーマとあって、期

待に胸を膨らまし視察に伺わせて頂いた。 

 

[船橋市小中学校運動部活動指導者派遣事業実施要項] 

その１、目的として、「市内小中学校の運動部活動の振興を図る為、専門的な指導力を備え

た指導者を必要とする小中学校に対して民間の指導者を派遣し、運動部活動の充

実を図る。」とある。 

その２、主催 

    船橋市教育委員会 

その３、指導方法、派遣回数及び人数 

運動部活動指導者派遣事業は、市教育委員会が学校及び関係機関・団体と連携を保

ち、計画的に推進するものとし、次の区分により指導者を派遣する。 

Ⅰ 派遣内容等 

① 派遣対象運動種目 

当該校が設置する運動部の種目 

② 派遣回数及び条件 

⒈ 一運動部につき原則として年間３５回とする。  

⒉ １回の指導時間は、２時間程度とする。 

⒊ 指導者の派遣については、次の区分により行う。 

Ａ―月～金曜日  (放課後) 概ね１５：３０より 

     Ｂ―土・日・祝日 (午前中) 概ね９：００より (午後) 概ね１３：００より 

                         ※午前午後のいずれかを選択 

Ⅱ 派遣人数については、予算内とする。   

Ⅲ 派遣は、年間を通じて継続的・定期的に行う事を原則とするが、水泳等実施する季

節限られる運動種目は、期間を集中して派遣できるものとする。 

その４、指導者 



⑴ 市教育委員会は、次の各号に該当する者の中から指導者を依頼する。 

① 公立諸学校の教員以外の者で、年間を通して運動部活動の指導が可能な者。 

② 実技指導力に優れ、学識経験に富み、社会的信望のある者。 

⑵ 指導者は、市教育委員会の要請を受け、当該学校長と連携を保ち、当該運動部の担当者

と共に生徒の実技指導及び助言に当たる。 

⑶ 指導者の委嘱機関は、委嘱した日から当該年度の３月３１日までとする。 

その５、提出期間  その６、経費負担  附則と続く。 

 

※この施策は、平成４年４月１日に施行されているが、船橋市としては、検証等は行って

はいないとの事で、些か残念な気はするが、西宮市としては、この様な他市の事例も充分

に参考にして頂き、早急に施策として反映して頂きたい。 

 

石 川 県 

テーマ；在宅育児家庭への支援について 

 

‹石川県ホームページより› 

 



【石川県在宅育児家庭通園保育モデル事業実施要領】 

事業の目的 

核家族化が進行し地域のつながりも希薄化する中、子供・子育て支援新制度に於いても、

満３歳未満の在宅育児家庭の子供は、通園による保育サービスの対象外とされ、日夜子供と

共にいる在宅育児家庭の保護者の心理的・身体的負担は大きく、また子供にとっても同世代

の子供や親以外の大人との関わりの中で、健やかに育つ機会を持つ事が出来ないままとなっ

ている。 

 この事業は、満３歳未満の子供を持つ在宅育児家庭が安心して子育てが出来る環境の整備

に向けて、私立認定こども園その他の施設に於いて、通園に準じた保育サービスをモデル的

に提供するものである。 

 

「マイ保育園登録制度」について 

○石川県では、地域や家庭の子育て低下による、育児負担感・不安感の高まりを受け、平成

１７年１０月より保育所を子育て支援拠点と位置付け、「マイ保育園登録制度」を実施。 

○在宅保育の母親と妊婦が保育所見学や育児体験、保育士への育児相談を通じて、育児不安

の解消を図ると共に、一時保育の利用などを通じて育児負担の軽減を図り、妊娠期から概

ね３歳未満のすべての子育て家庭の支援を行う。 

[事業概要] 

○対象者 

 妊娠期から在宅で保育を行っている概ね３歳未満の親子 

○実施施設 

 保育所、事業実施を希望する幼稚園、地域子育て支援拠点で市町が適当と認めた施設 

○事業内容 

 ・母子健康手帳交付時に「マイ保育園登録申請書」を交付。母親は、登録を希望する保育

所に登録。 

 ・マイ保育園における育児体験、育児教室、育児相談。 

 ・一時保育サービス等。 

  (登録者から出生届が出された時は、一時保育利用権〔半日３回無料券〕が交付) 

 

‹当局への提言› 

松戸市の子育てコーディネーター事業については、措かれている環境こそ違え、

人口に於いて同規模市であり、大いに参考にして頂きたい。 

扨て、この度の視察で改めて確信した事は、何よりも〝やる気〟と〝人〟である。 

先ず、戸田市の戸ヶ﨑教育長には、常任委員会委員全員が深い感銘をお受けにな

られたことと拝察する。 

もう一度記させて頂くが、戸ヶ崎教育長自らが、この度の視察の為に作って頂い



た「産官学民と連携した攻めの教育行政」の 12 ページ[校長会議で協調しているこ

と]の(2)校長のリーダーシップ①で 

→ 「校長が代われば学校が変わる」から「校長が変われば学校が変わる」の実

践を謂っている。 

つまり「人事ではなく、意識改革である。」という事。 

私も肝に銘じ、今後も市政の一翼を担っている者の一人として、微力を尽くして

参りたい。 

ご当局に於かれても、是非見習って頂き、今後の施策推進・実現に向かって邁進

されたい。 
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⼾⽥市  ・産官学⺠連携による先進的な教師⼒向上教員研修について 

 説明では最初に、「戸田市を学びの梁山泊に」「教育のまち戸田」という目標を立て

ていることが示され、そのために「教育の田を耕し教育の種を用意しておきたい」と

の思いが表明されました。そのうえで、「教室や授業を科学する」ためにエビデンスを

明らかにすること、教育とテクノロジーを融合させ、産官学民と連携したデジタル技

術等を活用し、「学びの効率化やさらなる質の向上を目指す」ということの内容が詳し

く披歴されました。 

 そして、そのことの具体化によって得られる教育効果とはいったいなにか、という

ことについて語られたのは、「生徒指導の王道は学力向上」にある、ということでした。 

 このような説明を受け、全体として語られたことは、授業の質を変える、というこ

とを基調に、そのための校長のリーダーシップ、教員のあるべき資質とはなにか、そ

の質をどのようにして向上させるか、ということでした。 

 では、授業の質を変える、とはどういうことか。その目標は、授業のユニバーサル

化だとして、５つのチェックポイントが示されています。 

＊注＝５つのチェックポイント 

委 員 会 行 政 視 察 報 告 書 

 

委員氏名 庄本 けんじ 

 

調査の 

期 間 
平成 29 年（2017 年）10 月 18 日（水）〜10 月 20 日（金） 

調 査 先 

及び 

調査事項 

⼾⽥市  ・産官学⺠連携による先進的な教師⼒向上教員研修について 

松⼾市  ・子育てコーディネーター事業について 

船橋市  ・小中学校運動部活動指導者派遣事業について 

石川県  ・在宅育児家庭への支援について 
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①学びあい。どの子にも出番のある授業。②すっきり。集中できる環境をつくる。例

えば黒板への板書は、全体が散漫にならないよう、どこに目をやればよいのかがおの

ずとわかるようにする、ということ。③はっきり。発問や指示を羅列しない。短く、

数少なく整理する。④つながり。学習スタイルを学校全体として統一させる。⑤見え

る化。視覚にも訴える。 

 そして、授業方法の改善策として、教師から生徒への一方通行的知識の伝達ではな

く、双方向で、生徒たち自身が考える授業に変えてゆく、つまりアクティブラーニン

グの視点とエビデンス基盤を据えることを重視する、ということでした。 

 それを具体化するためには、産官学民の連携が欠かせない、ということです。 

 では、戸田市が進めている産官学民の連携とはなにか。教育改革に必要ないくつか

の課題が設定されていますが、その課題にふさわしいポジションに、産官学民のそれ

ぞれが嵌まってゆくというイメージです。たとえば、エビデンスにもとづく教育施策

の推進、あるいは、学力や学習状況の調査などでは大学や研究所と連携する、また、

テストであればＺ会やベネッセなどの民と連携する、家庭学習等の充実という課題で

は学習塾との連携があり、タブレットパソコンを利活用するためということであれば

パソコン業者と連携する、というふうに連携の具体化が図られています。 

 戸田市のこのような取り組みは、まだ始まったばかりのようで、この取り組みをど

のように評価することができるか、まだ見定めることができないように思います。い

まは、見守ってゆくことが大事かと思います。 

 西宮市で、直ちに活用できるものとしては、ＩＣＴの活用があります。積極的に導

入することを提言します。 

 

松⼾市  ・子育てコーディネーター事業について 

 子育て支援事業には様々な事業があります。子育てコーディネーター事業というの
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は、支援を必要とする人がその人にとって必要な支援を適切に受けることができるよ

うに情報を提供したり、紹介したりする文字通り子育ての支援をコーディネートする

事業です。その役割は、支援事業の情報を事務的に提供したり、支援を受けられる窓

口や場所を紹介するだけでなく、子育てをしている保護者が常日頃からその人とかか

わることができ、ちょっとした子育ての悩みを聞いてもらったり、何もなくても立ち

寄ることができる、そのような身近な存在であり、なおかつ、子育てに関しては物理

的にも精神的にも頼って安心の存在でもある、そんな役割をもっています。 

 松戸市では、子育てコーディネーターが市内２３か所の地域子育て支援拠点施設に

配置されています。子育てコーディネーターを役所施設に配置せずに、支援拠点施設

に配置している、ということには、それなりの重要に身があるようです。 

 松戸市の説明では、行政機関の施設では気軽に訪れるには敷居が高く、相談者にす

れば相手が役所の人ということで、指導や解決策など、つい結果を強く求めてしまい

がちになる、しかし、支援拠点施設のようなところであれば、親子でいつでも気軽に

遊びにいける場所なので、わざわざ相談に行くという構えもない中で、自然と抱えて

いる悩みや問題が見えてくるし相談もできる、また、スタッフとも知り合い、関係が

深まる中で自然な信頼感が生まれ、そこから相談が始まる、そういうことなので、子

育てコーディネーターの配置を支援拠点施設にした、とのことでした。 

 一つの施設の現場を見せてもらいましたが、そのことの意味を、納得感を深めて実

感することができました。 

 この子育てコーディネーターの仕事は、人間力を必要とするものだとあらためて思

いを強めました。当然、子育てコーディネーターには、それなりの資質が求められま

す。そのため、松戸市でも必要な資質についての基準目標をもち、研修プログラムを

組んでおられます。たとえば、必要な知識と技能の分野としては、市役所の仕組みや

子育てにかかわる施策や事業を知ること、あわせて、関係の職員を知り、地域の子育
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て支援施設や公共施設を知ること、相談を受けるスキルを身につける、などです。ま

た、コーディネーターに必要な視点としては、たとえば、相談にあたっては、あくま

でも受け身の姿勢で、ということが強調されています。追わない、見つけない、つな

ぐ、というのがその受け身の姿勢ということの具体化です。 

 そうしたお話を聞き、相手の目線で自分たちがどう立ち振る舞ったらよいのか、と

いうことを一生懸命考え抜いている、ということがうかがえましたし、また、子育て

コーディネーターの果たす役割の大きさということについて、をあらためて認識を深

めました。 

 西宮市では、さまざまな子育て支援事業につなぐ事業としては、子育てコンシェル

ジュという事業があります。ある意味では、子育てコーディネーターに類似した事業

です。とはいえ、西宮市のそれと、松戸市のとりくみでは大きな違いを感じざるをえ

ません。 

 西宮市にあっては、「子育てするなら西宮」「文教住宅都市宣言」と言うにふさわし

く、子育て支援事業の全体を包括的体系的に充実させることを強く望みます。 

 

船橋市  ・小中学校運動部活動指導者派遣事業について 

 船橋市の小中学校運動部活動指導者派遣事業は、その実施要項によりますと、「市内

小中学校の運動部活動の振興を図るため、専門的な指導力を備えた指導者を必要とす

る小中学校に対して民間の指導者を派遣し、運動部活動の充実を図る」、と規定されて

いるように、運動部活動での外部指導者の「活用」について、市の事業として位置づ

けている市の事業です。 

 担当者の説明では、この事業を始めたいきさつは、ボランティアで運動部活動の指

導をしてくださっていた地域の人の位置づけを、市の事業として明確にすることで、

保護者や学校関係者、地域の人たちの理解を得、認知してもらうため、ということの
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ようでした。 

 外部指導者の中には、元プロ野球選手の方がおられ、野球部の選手の技量がずいぶ

ん引き上げられ、全国的にも好成績を得たことがあったというお話も聞かせてもらい

ました。 

 こうした制度には、一定の合理性もあり、西宮市でも実施してもよいのではないか

と思いました。 

 

石川県  ・在宅育児家庭への支援について 

 石川県が実施している在宅育児家庭へのさまざまな支援策のなかでも、特に注目さ

れる施策は、なんといっても「マイ保育園登録」事業でした。 

 この「マイ保育園」というのは、保育所を身近な子育て支援の拠点と位置づけ、親

の働き方にかかわらず、すべての子育て家庭が保育指導や一時保育を利用できるよう

にすることで、育児不安の解消および隠された問題等へのアプローチをはかる事業で

す。妊娠期から在宅で保育を行っているおおむね３歳未満の親子のだれでもが利用で

きる子育て支援の事業です。 

 事業の内容は、①妊娠された方に、近くの保育所等に出向いていただき「マイ保育

園」として登録してもらう。育児体験カード兼･登録票は、母子手帳に添付して配布。

親は、登録を希望する保育所に登録。②出産までに「マイ保育園」を見学、おむつ交

換、授乳、沐浴、離乳食づくりなどが体験できる。育児体験カードを利用。③出生届

け提出時に一時保育利用券(半日券・３枚)を交付する。④出産後は「マイ保育園」で

育児相談や育児教室への参加により育児不安の解消を図る。一時保育の利用により育

児からのリフレッシュを図る。 

 その特徴は、保育所が子育て支援拠点として位置づけられていることです。したが

って、さまざまな子育て支援の事業を保育所が担うという制度になっていて、親が希
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望する保育所を「マイ保育園」として登録し、そこで、さまざまな支援事業を受ける

ということになります。また、育児不安の解消のために一時保育のサービスを受ける

ことができるということです。 

 こうした制度は、とくに一時保育の実施は、待機児童問題を抱える自治体では、保

育所に児童を受け入れる余裕が全くなく、実施するには物理的条件がありません。保

育所を支援拠点にするという考え方は、是とすることもできますが、西宮市で同じよ

うに実施しようとすればどうなるかということを考えると、石川県で実施されている

ような「マイ保育園登録」制度については、さまざまな検討課題が出てくることは間

違いないと思います。それらのものを参考にして、西宮市でも、子育て支援の抜本的

充実のために研修を重ねたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　平成 29 年 3 月に文部科学省によって新学習指導要領が公示された。新たな学

習指導要領の大きな特徴としては「主体的・対話的で深い学び」が明記され、教

育現場では知識の理解の質を高め資質・能力を育むことが求められる点にある。

これはアクティブラーニングとも呼ばれており、発見学習、問題解決学習（課題

解決型学習）、体験学習、調査学習、グループディスカッション、ディベート、グ

ループワーク等、教育現場では新たな授業手法が求められる。また外国語教育の

充実では、小学校において「外国語活動」や「外国語科」を導入し、早期に英語

と触れ合う機会を設けることで平成 32 年の大学入試からセンター試験に代わって

導入される予定の「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」に向けた準備を進め

る。さらに新たに教科として加わることが決まった道徳教育や、主権者教育、プ

ログラミング教育など、学校現場の教員には新たな専門知識が必要となる。 

　戸田市では産官学民による先進的な教師力向上を進めており、大学の有識者に

よる教育指導におけるエビデンスの構築、民間塾と連携した放課後学習、その他

委 員 会 行 政 視 察 報 告 書

委 員 指 名 　 は ま ぐ ち 仁 士

＜調査の期間＞

平成 29 年（2017 年）10 月 18 日（水）〜10 月 20 日（金）

＜視察先及び調査事項＞

◆産官学民による先進的な教師力向上について（埼玉県戸田市）

◆子育てコーディネーター事業について（千葉県松戸市）

◆小中学校運動部活動指導者派遣事業について（千葉県船橋市）

◆在宅育児家庭への支援について（石川県）

◆産官学民による先進的な教師力向上について
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企業と連携した様々な取り組みについて、失敗を恐れず積極的に実行しているこ

とが伺えた。視察における戸田市の取り組みにおける説明として

・ 特産物や主力工業品が無い戸田市は、教育をシティセールと位置付けている

・ 民間との連携では様々な失敗を重ねているが現場での多忙感はない

・ 放課後事業で連携する民間塾とは敵対関係ではなく切磋琢磨する関係

・ 持続可能な事業であることが重要であり、強制的であってはならない

・ 学校教師の指導力には差がある。実践知（現場での判断能力）や暗黙知（説明

が困難な動作）が可視化されていない

・ 今後の教育は AI では代替えできない非認知スキル（グリッド）の育成が重要で

ある

・ 教育委員会はガラス（中は見えるが風通しが悪い）ではなく網戸張り（中も見

えて風通しも良い）の体制を目指すべき

など興味深い内容が多く見られた。 

　新たな教育方針に対応するために必要な教師力が求められる中で、その全てを

教員によって習得しなければならないのかという疑問もある。場合によってはす

でに必要な知識を持ち合わせた外部人材によって指導を行うことも合理的である

ことから、教員によって指導するものと外部人材によって指導すべきものを区別

することも必要と考える。 

　またアクティブラーニングという新たな授業手法が導入されても教える内容が

減るわけではない。限られた時間の中で各過程における必要な知識も同時に習得

させなければならず、今後の指導はより効果的に進める必要がある。教員の指導

力には新たな科目の知識だけでなく、授業の効率化も図る必要性を感じる。昨今

問題となっている宿題についても、家庭教育の効果検証を踏まえ、適切な量や出

し方について議論の必要があると感じており、戸田市でも同様の研究を学識者と

共に進めると聞いている。国が実施する学力テストは小学校６年生と中学校３年

生の単発の実施となっているが、戸田市を含む千葉県では小学校４年生から中学

校３年生まで継続的に学力テストを実施・調査している。こうした取り組みも学

力の効果を図る上で重要である。 
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　教師力の向上を図る上で学校や教員の意識改善は必須となる。どれだけ指導力

の向上に対する取り組みを実施しても、現場の意識が低ければ効果は見出せない。

ここで戸田市の教育大綱を紹介する。教育大綱とは、教育、学術及び文化の振興

に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるもの

であり、地方公共団体の長（つまり市長）が地域の実情に応じて策定するもので

ある。戸田市の教育大綱の内容についてはインターネットで検索すれば確認でき

るので、ここでは要点だけを記載したい。

 【戸田市教育大綱の内容（抜粋）】 

私（戸田市長）は、まちづくりの基本は人づくりであり、一人一人のよさを最大限に引き出し、「生き

る力」を育成し人格を磨いていくことこそが教育に課せられた最大の使命であると考えています。 （中

略）昔から、「子供は家庭のしつけで芽を出し、学校の教えで花が咲き、 地域の教えで実がなる」と言
われています。戸田市の将来を担う子供 戸田市の教育振興に関する大綱 戸田市の未来を創る「とだっ

子」のために たちの成長には、家庭・学校・地域社会の三者が、それぞれ適切な役 割分担を果たしつ

つ、 相互に連携して行われることが不可欠です。 そこで、三者それぞれに、私なりに特に次のことをお

願いしたいと 思います。

＜家庭では＞ 教育基本法第１０条では、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有

するものであると規定されています。父母は「習慣の教師である」とも言われ、人間の芯になる部分

は家庭教育でつくられます。あいさつ、返事、手伝い、整理整頓などの基本的な生活習慣は、特にしっ

かりとしつけてください。 

＜学校では＞ 子供は先生を選べません。書経に「教うるは学ぶの半ばなり」とあります。校長先生や

教頭先生には、確かな学力の育成と生徒指導の充実を柱とし、「この学校なら是非自分の子を入れたい」

というような地域に誇れる学校経営や運営を、また、先生方には、信頼される魅力ある教師を目指し、

「自分の子は自分のような教師に教えてもらいたい」と思える、自信と誇りをもった教育実践をお願い

します。 

＜地域社会では＞ 地域社会は大きな家族です。子供は地域社会の中で実践を通して生きる力を身に付

け、社会人としての人格を形成していきます。モラルや規範意識などの醸成に近道はありません。地

域の子育て力を育むためにも、積極的なあいさつや声かけとともに、親身に叱る勇気と愛情をもって

いただくようお願いします。 

　戸田市の教育大綱は家庭・学校・地域、それぞれを教育者と位置付け、戸田市

の児童をどのように育てていくべきかを明確に示している。児童の教育は学校だ

けに任せるのではなく、家庭も地域も一緒になって取り組む姿勢がこの大綱から

感じ取れる。本市の教育大綱も決して目劣りするものではないが、それぞれの立
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場や目的を明確にすることは重要であり、戸田市の教育大綱に見習う要素は大い

にあると感じる。以上の内容を踏まえ、以下提言する。 

【提言】

・ 主権者教育やプログラミング教育など新学習指導要領において新たに求められ

る指導だけでなく、既存の取り組みも合わせて専門的指導を必要とするものにつ

いては、教員による指導ではなく外部人材の活用も視野に入れるべき

・ 教員の指導力向上は重要である一方で、本市の総合教育センターは老朽化が進

み、研修場所の確保に課題がある。研修内容の効果を検証して精査を行うことを

前提とした上で、各学校からの教員の移動や研修内容への影響が出ないよう、機

能性や利便性を考慮した総合教育センターの設置を検討すべき

・ 教員の授業手法や宿題の出し方等における効果を改めて検証し、少ない時間で

も習得効果の高い内容へと改善できるよう、学識経験者の協力による教育現場に

おけるエビデンスの構築を進めるべき

・ 本市の教育大綱には教育者を「大人」でまとめているが、戸田市の大綱にある

ように立場における責任は異なる。特に学校現場の教員に求められるべき内容は、

今後の教育にとって重要な要素である。教育大綱の見直しを実施すべき

　松戸市は西宮市と人口規模がほぼ同じ中核都市で、２年連続で待機児童 0 を達

成した。「子育て世帯にやさしい松戸市」をアピールして、同世帯に住み良い街づ

くりを目指している。市内 23 箇所に設置された地域子育て支援拠点事業「おやこ

DE 広場」や子育て支援センターに対して、１名以上の子育てコーディネーターを

配置している。子育てコーディネーターの役割として、主に在家庭で３歳未満の

幼児を育児する保護者を対象に相談業務を行いながら、対象となる幼児の状況に

応じて地域の保健師やこども発達センター、家庭児童相談所等への紹介や情報提

供を行う。子育て広場の利用者数は平成 28 年度で年間延べ 20 万人となっており、

アンケートでは子育て人口の４割が施設を利用したとの回答があった。

◆子育てコーディネーター事業について
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　西宮市でも同じく地域子育て支援拠点事業を展開しており、本年度中には目標

であった 20 箇所の設置が完了する。松戸市は現在の 23 箇所に加えて、さらに３

箇所の整備を予定している。対象児童数は松戸市が西宮市よりも 3,000 人程度少

ない中で、松戸市は本市よりも６箇所多く設置されている。また西宮市の子育て

ひろば利用人数は年間延 17 万人程度だが、松戸市は 3 万人も多い。さらに西宮

市では本庁にコーディネーターの配置を実施しているが、各ひろばへのコーディ

ネーターの配置は行っていない。以上の内容から以下提言する。

【提言】

・本市が計画する 20 箇所の支援拠点が全て整備された段階で、支援拠点の利用状

況を検証し、利用人数が伸び悩む拠点についてはより適正な場所への移設を検討

すべき

・新設・移転等の新たな場所については、より利用者の日常行動を考慮し、スーパー

マーケット等への併設または隣接が望ましい

・述べ人数では詳細な人数の把握が困難なことから、述べ人数ではなく利用者の

数が把握できるような集計方法を検討すべき

・事業の効果検証として、支援拠点事業の利用状況と児童虐待の相談件数との比較・

検証を行うべき
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　船橋市では小・中学校における運動部活動の進行を図る目的として、専門的な

指導力を備えた指導者を必要とする小・中学校に対して民間の指導者を派遣し、

運動部活動の充実を図っている。

　指導員は 20 代から 70 代まで幅広い年齢層となっており、主に土日に指導を行

う。年間に 35 回、１回につき２時間の指導とされており、指導者報償費は１回あ

たり 3,500 円となっている。平成 28 年度予算は 6,982,500 円となっており、回数

に制限が設けられているのは予算枠によるものと推察される。配置については４

名の指導員がいる学校もあれば指導員がいない学校も存在しており、配置がなさ

れていない理由としては、地域によって独自にスポーツ指導を行っていることが

挙げられる。この派遣事業は運動部系に限定されており、文科系の指導員は派遣

していない。

　「学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成 29 年文部科学省令第 4 号）」

が平成 29 年 3 月 14 日に公布され、学校におけるスポーツ、文化、科学等に関す

る教育活動（学校の教育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に

従事する部活動指導員について、その名称及び職務等を明らかにすることで、実

技や技能の指導、大会や練習試合等の引率など、教職員と同じ役目を果たすこと

が認められた。船橋市では派遣指導員による引率行為を認めていないが、この省

令に沿って派遣指導員を非常勤職員とすることで引率を実施している自治体も既

に存在するという情報もある。

　本市では船橋市のように派遣型の指導員制度を設けておらず、学校ごとに部活

顧問の活動を支援するささえ事業にて無償ボランティアを募っている。現在この

ささえ事業で部活動にかかわる支援者の人数は平成 28 年度時点で 75 名となって

いるが、登録されずに部活動の支援を行っている方もいるとの報告も受けている。

　中学校における部活動は教育課程外の活動であるものの、学校教育活動の一環

◆小中学校運動部活動指導者派遣事業について
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として中学校教育において大きな意義や役割を果たしている一方で、スポーツ庁

では中学校の部活動における教員負担を取り上げており、運動部活動の在り方に

関する総合的なガイドライン作成検討会議において今後の部活動の在り方を検討

している。本市のささえ事業だけでは、教員負担の根本的な解決は図ることが困

難である。この問題で重要なことは教員負担を軽減する一方で、教員が部活動に

かかわることで得られる利点まで取り除かれることの無いよう留意することであ

る。部活動に対する負担軽減の対応は、技術指導に不安を抱えたり、顧問になる

ことが心身的負担となる教員への選択肢となるべきである。さらに部活動指導員

の確保については、各地域で活動を行うスポーツ 21 との連携も有効と考える。以

上の内容を踏まえ以下提言する。

【提言】

・中学部活動の顧問を負担と感じる教員については非常勤講師の位置付けで派遣

指導員を配置して負担を軽減し、学校教育活動との連携を図れるような体制を検

討すべき

・スポーツ庁が検討を進めるガイドラインの作成を踏まえ、本市でも部活動に関

する独自のガイドラインを制定すべき

・派遣指導員の確保及び練習環境の向上を目的に、各地域で活動を行うスポーツ

21 のあり方や連携による一体的な指導体制についても検討を行うべき

　都市化や核家族化、長時間労働による父親の育児参加不足など母親の育児負担

が深刻化している中で、我が子への接し方が分からず、悩む親が増加している。

石川県では児童虐待件数が 5 年間で 2.6 倍増加しており、うち未就学児童の割合

は 46.6% と高い比率になっている。

　そこで平成 17 年より妊娠期から在宅で保育を行っている概ね 3 歳未満の親子

◆在宅育児家庭への支援について
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を対象とした「マイ保育園みんなで子育て応援事業」を実施している。支援を希

望する保護者はマイ保育園制度に登録を行い、身近な保育所で保育士による育児

相談や、半日 3 回まで無料となる一時預かりの利用が可能となる。

　西宮市では民間保育所による一時預かりを市内 18 箇所で実施しており、平成

28 年度の利用は年間で述べ 1 万 7,463 回となっている。市は一時預かりに必要な

人員の確保に必要な費用として約 4,300 万円を支出しているが、無料で利用でき

るサービスは実施していない。以上の内容を踏まえ以下提言する。

【提言】

・育児中の母親に対するレスパイトの重要性は理解する一方で、過度な一時預か

りの利用は育児放棄を誘発する恐れもある。本市で実施している一時預かり事業

の利用実態について詳細な検証を実施すべき

・一時預かりの適切な回数や軽減すべき育児負担を検証し、本市におけるレスパ

イトの考えを明確にした上で、児童虐待の抑制に効果的な育児負担の軽減を図れ

るよう、３歳未満の幼児を育児する母親に対する一定回数の無料一時預かりを検

討すべき
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○戸田市 

～産官学民連携による先進的な教育力向上教員研修について～ 

戸田市は平均年齢３９歳。２２年連続埼玉県一若い市。戸田市には特別な産業がないため、

子育て世代が多いことから、教育や子育てをシティセールスとすることを市長と共有して

いる。 

戸田市の先進的な教育改革は、教育長の戸ヶ﨑氏のリーダーシップの下、今後の社会を見

据えた上で、どのような教育が必要であるかについて導き出され進められている。 

①今後の教育の問題意識 

・「未来社会は予測不可能性が加速度的に高まり、少なくとも現在の延長線上にはない」

ということ。（新たな職業などの出現） 

・世界的にも評価されている現在の日本の学校教育は、教員の献身的な長時間労働に支え

られており、限界に来ている。全人的な教育（生徒指導など）を提供している「日本型学

校教育」を今後も維持することが果たしてできるのか。（非常に難しい） 

②問題に対する取り組み 

・未来社会は、教育が社会をリードしていく。（産業界の求めに応じた教育を行うのでは
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ない） 

・財政が厳しくなる中、教育事業も単なる思いや経験だけでなく、エビデンスベースや時

にコストパフォーマンスを念頭に見直しを図っていく必要がある。（産官学民との連携で

シフトしている） 

・人間ならではの感性や創造性を伸ばし、AI では代替は難しい力の育成のため、産官学

と連携した知のリソースを活用するファーストペンギンを目指すことで、安価で効率的、

最先端の質の高い教育が提供される。 

・代替が難しい力の育成は、三つのスキルで実現する。（２１世紀型（プレゼンテーショ

ン・クリティカルシンキング）、汎用的（全て横のつながりを持ったような考え方）、非認

知スキル（やりぬく力・自制心）） 

・産官学民の協働は教育委員会や学校が受益者や消費者に陥ることなく、自立的・主体的

な教育意思を持つことが重要で、一方、教育にも変えなければならないものと変えてはな

らないもの、不易と流行の正鵠を得ることと、バランス感覚が必要。 

・ 真の協働者となるために「戸田市 Win×Win 構想」。企業の CSV を視野に入れたイン

タラクティヴな連携と学校や教室を実証の場とし、得られた知見を還元させることで、

保守的な性質がある学校に外の風を入れる。 

 

③新学習指導要領ついて 

・校長の意識改革行い、強力なリーダーシップのよる改革。教育委員会が変わり 

・アクティヴラーンニング。素人の目からもわかる授業改革でないと本物の改善でない。 

・カリキュラムマネジメント。学校によって特色を出す。 

・社会に開かれた教育課程。学校内外の力による未来を見据えた教育。 

④学校現場の傾向 

・年功序列・経験重視主義、エビデンスがない経験や勘で納得、前例踏襲に陥る。 
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・実践知や暗黙知が可視化されていない。（当たりの先生とハズレの先生・学びの保障が

必要） 

・学校や教委の ICT 化は最先端でも、社会から見れば、周回遅れのトップランナー。 

・エフェクティブスクール。教育効果を上げている学校の１０か条。 

⑤戸田市の教育の特色 

・管理職は「この学校なら是非自分の子を入れたい」というような学校経営や運営を、教

諭は「自分の子は自分のような教師に教えてもらいたい」というような、自信と誇りを持

った教育実践を行うことが、教育大綱に示されている。 

・学び続ける教育委員会。（ガラス張りでなく網戸張り（中も見えて風通しの良い）の教

育委員会を目指し、追認でなく教育委員提案、教育委員の研修（タブレットの活用、事務

局用意の研修、教科書の研究）、会議の運営上の工夫、学校訪問の全国平均が年１９～２

３回であるのに戸田市は６４回、公式 facebook の開設等積極的な情報発信。そのことに

より、会議の傍聴者数が増加（５人から８人、その後も増加）） 

・教育委員への、わかりやすい説明と中教審等の最新の情報提供。 

・様々な有識者の来訪。 

・ICT の整備。（県内一） 

・いじめ問題について取り組む。（調査委員会の弁護士による全教室での授業や大学との

連携による、いじめ防止プログラム） 

・チーム学校の研究。（学校ネットワークにより、各学校に居ながらにして教育長の話や

研修を行うシステムの構築） 

・部活動のありかたの研究。 

・プログラミング教育（様々な企業の協力を受けて、各学校の主体的な要望によって違う

学習をトライ＆アプローチで行い、結果を集約し３２年度に全面実施） 

・英語教育は、国目標の中３英検３級５０％を戸田市は中３の５２％達成。（１００％に
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するため英検３級受験の全額補助をし、学習塾でも講習を受ける） 

・リーディングスキル。（戸田市は学力県内一位、読解力は低い。全国的に低下しており、

読解力向上の研究を行っている） 

・各企業等の協力が受けれる理由はエビデンスか取れるため。（全国学力学習状況調査は

小６中３が受けるが、埼玉県小４から中３まで悉皆で受ける。同一人物や経年変化を追え

るため伸びがわかる） 

・教室を科学する。（どの学校どの教室でも教員の質の保障のため、授業の成功度や子供

の理解度のデーターを集め可視化し、優れた指導の実践知や暗黙知の数値化により、教員

の苦手の克服や得意の伸長に特化した研修で実現） 

・教育行政のプロ育成のための採用を行う。（平成３０年４月より） 

⑥戸田市の具体的な進め方（西宮からの質問） 

・戸田市の教育改革プランを作成し、学校だけの知見では難しいため、産官学民が有する

知のリソースを活用の必然性を認識した。 

・校長会議や教頭会議で教育長が産官学民の必要性を何度も説明し学校に理解が得られた。 

・産官学民による共同研究で財政負担が少ない。 

・各学校の主体性を重視し、多彩なメニューを用意し学校の希望申請により研究を委嘱。 

・教員研修は教師力向上の柱。教育政策室で担当。全指導主事が産官学民の連携先の授業

を担当。指導主事が研修の運営だけでなく、産官学民の研修のコーディネートや共同運営

を役割を担い、指導主事が教員が受ける前に、まず全研修を受けを全員で学んだ。 

・教職員の専門研修内容への一新。産官学民の連携による先進的な講師とコラボした研修

を全ての市内の学校から１名以上の参加で各学校に広めた。 

・教育センターのハード面は、パソコンを学校と同じ仕様にし、先進的な ICT 研修の環境

を整備。 

・教員の負担増について最大限配慮し、後日報告書の提出を求めず研修内のまとめの時間
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で作成し市教委からまとめをフィードバック。 

・研修成果は指導主事が授業参観し指導する。 

・効果の検証は、エビデンスを重視している。（埼玉県の学力学習状況調査のテストによ

り、児童一人ひとりの経年での学力向上を確認しアンケートも取っている。全教員にもア

ンケートを実施し、埼玉県の学力学習状況調査と関連紐付けることで、教員指導の相関を

含めた総合的な効果検証に取り組んでいる） 

 

本市への提言 

先進的な取り組みは、リーダーが非常に大切であることを改めて認識をした。 

教育事業も単なる思いや経験だけでなく、エビデンスベースや時にコストパフォーマンス

を念頭に見直しを図っていかねばならない。 

産官学民での連携は、財政が厳しくなる当市では費用の負担を最小限にできることから、

進めるべき施策と考える。 

また、悉皆で受ける学力学習状況調査は、経年的に児童生徒の学力の伸びを把握すること

のみならず、教員の優れた指導の実践知や暗黙知の数値化により、エビデンスや教育の質

の担保を保証する上でも必要と考える。ぜひ、学力学習状況調査への参加を進めて頂きた

い。 

当市の教育大綱は、教育機関のあり方が明確ではないと考える。戸田市の大綱の中でも

当たり前に納得できるものは、管理職は「この学校なら是非自分の子を入れたい」という

ような学校経営や運営を、教諭は「自分の子は自分のような教師に教えてもらいたい」と

いうような、自信と誇りを持った教育実践を行うことというあり方は、シンプルで本質を

わかりやすくあらわしている。例えば、質の担保が不明確である教育で少人数制を取り入

れても結果が表れることは期待できない。ぜひ、産官学民の教育改革を行って頂きたい。 

当然、新しい事を行うにはスクラップ＆ビルドが必要で、教員の負担軽減のため、行事
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や業務内容を０ベースで要不要の整理を改めて行って頂きたい。 

 

○松戸市 

～子育てコーディネーター事業について～ 

共働き子育てしやすい街ランキング全国５位で子育て事業に力をいれている。 

地域子育て支援拠点事業（おやこ DE 広場、子育て支援センター）で、市内２３ヶ所に拠

点があり子育てコーディネーターが最低１名配置常駐している。３歳までの子と親が利用。 

平成１７年開始。年間延べ２０万人（子育て世代の４割）利用。相談件数４０００件以

上を受け、育児不安、幼稚園保育園情報、子供の発達、虐待。市役所は敷居が高くて相談

しづらい。利用者が拠点に遊びに行って顔が見れる信頼関係を築き各地域の実情に合わせ

た相談を受ける。 

松戸市のコーディネーター事業が国のモデルとなった。（コンシェルジュは横浜） 

①経緯 

出生数は減少傾向にあるが、児童虐待家庭数は増加傾向にあり、子育て中の保護者が

様々なことで悩む実情があった。 

総合的、多様な子育て支援策に取り組む一方、子育て支援のメニューが多岐に渡るため初

めて子供を持った方にはわかりづらく、結果として子育ての不安を軽減できない方が多く

存在した。そこで子育て中の保護者の悩みや疑問の早期解消を目的として地域子育て支援

拠点施設に「子育てコーディネーター」を配置した。 

②期待する効果 

子育て中の市民の身近な場所で総合的な相談を

受け、悩みや疑問、虐待の予防に繋げる。 

③事業の認知のための周知・広報の方法 

各施設にチラシを配布などにより、コーディネー



 

- 7 - 

ターを様々な施設に派遣。 

市職員の認識を深めるため、コーディネーターの研修に他課の職員を講師として派遣。 

子育て支援課が中心となり、保育園、幼稚園、民生委員などの子育て支援に関わる団体が

参加する「子育て支援に関する関係機関との情報交換会」を年に一度市内５地区で開催し

（各会５０人程度の参加）コーディネーターの認知度の向上と地域との連携強化を図って

いる。 

④コーディネーターについて 

・役割は、その場での相談の解決に加えて、行政・子育て支援団体につなぐ。 

・子育てコーディネーターの認定を受けるには、すでに施設でスタッフとして従事し、且

つ法人からの推薦を受けることが条件で、事業は委託及び直営で実施。 

・コーディネーター同士の情報共有はフォローアップ研修で行っていたが、十分でなかっ

たので今年度より全体会議を発足した事務局を中心に実施することとなった。また、必要

であればコーディネーター間で連絡を取り、特に配慮を必要とする親子か関する情報等の

共有を図っている。 

・コーディネーターは地域子育て支援拠点（主に公共施設を利用）に常駐し、子育て支援

に関する相談を広く受ける。（コンシェルジュは、幼児保育課に常駐し保育園入所など幼

児保育事業に特化した相談を受ける） 

⑤西宮からの質問 

・今後、未整備地域に設置するため２６ヶ所に増やす。公共施設が使えないので、空き家

を整備し予定している。やりたいという法人もいる。一次預かりも行っていて半数以上は

保育士で、１時間５００円で４時間までで、利用の理由は問わない。 

・コーディネーターの年齢は４０歳代から７０歳代。 

・病時病後時保育施設１ヶ所（小児科併設）、病後時保育施設２ヶ所。前日予約で空きが

あれば当日も。今後は病後時を病時に移行。小規模保育園を保育所型の病時保育を周辺の
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小児科に協力頂き進めるため、医師会との連携を密に行っている。 

・児童虐待の相談は、子供家庭相談課等に専門部署

につなげているが、個人情報の兼ね合いから事後報

告がなく課題であるという認識がある。 

・コーディネーターは、在宅で引きこもり防止のた

め整備した。ニーズに合わせて今後も対応する。 

・拠点整備は住宅地や駅など利用しやすい場所に整備しているが、今まで拠点の空白地域

であった住宅地においても、ニーズがある地区に整備することも予定している。 

⑥ほっとるーむ東松戸視察 

東松戸駅前ビルにある「おやこ DE 広場」。利用

者１日平均６５組、年間４万人、車で市内各地や市

外からも利用されている。マンションが建つ地域で

あるので、いろいろなところから引っ越してくる地

域で孤立しがちである。妊娠中から訪問できるよう

にママパパ学級や赤ちゃん教室などの事業を保健センターとも連携している。子育ての中

心として、赤ちゃんが安心して過ごせるスペースとして作っている。保護者は自由に利用

し情報交換をしている。 

 

本市への提言 

子育て支援の拠点について、人口の増加、孤立しやすい地域など地域の実情に対応して、

必要な地区に整備が計画されており、対象と目的が合致したあり方は見習うべきである。 

今後の整備について、空き家の利用する方法や施設が推薦する人材を子育てコーディネー

ターとする方法も当市は取り入れて、子育て支援の拠点整備を進めてもらいたい。 

空き施設ありきの支援拠点の整備でなく、利用者の目線に合わせた整備をぜひ進めて頂
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きたい。 

子育てのまちを掲げる本市は、身近な子育て支援施設の整備や病時・病後時施設の整備

を優先的に行うことが不可欠であると考える。 

 

○船橋市 

小中学校運動部活動指導者派遣事業について 

①派遣の概要 

・目的は市内小中学校の振興のため、専門的な民間指導者を派遣し運動部活動の充実を図

る。 

・教育委員会が当該校が設置する運動部に１運動部につき原則年間３５回、放課後、土日

午前もしくは午後各２時間。年間予算内で派遣。（平成 29 年度予算 6,982,500 円） 

・指導者の条件は、公立学校の教員以外で年間を通して指導が可能で、実技指導力に優れ、

学識経験に富み、社会的信望のある者で学校長・運動部指導者と密に連携を保てる者。 

・経費負担は、指導者報償費 1 人 1 回 3,500 円、スポーツ安全保険加入（予算 105,450 円） 

②西宮の質問 

・各学校長から推薦された外部指導者に市教委が委嘱している。非常勤職員ではなく一年

毎の更新をしている。学校長、管理職出席の説明会で市の主旨、県のガイドラインを理解

の上で活動しており、年度初めに教職員、保護者にも外部指導者を紹介しているのでトラ

ブルはない。 

・指導者探しの負担は、各学校が推薦しているが、顧問が専門でない場合に見つけにくい

時は、他校の部活動を行っている職員等が連携して見つけている。 

・部活動の位置づけは、学習指導要領より位置づけており教育活動の一環、スポーツの楽

しさ等で豊かな学校生活を補完するための活動、体力の向上や健康の増進に効果的な活動。 

・学校教育の一環であるので学校の教職員が顧問であるが、専門外の運動部活動をみる場
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合にカバーをする。 

・負担軽減を目的とする部活動指導員は、国県の動向を踏まえて話し合いを進めている。 

・学校体育の一環であるので、保健体育課の所管は運動部活動であるので運動部活動のみ

扱っている。文化部は指導課が担当しているが、現在は要望がない。 

・限られた予算での効果について、全体には把握していないが優秀な外部指導者の下では

全国大会に出ている小学校もある。 

・船橋市の制度は教員と一緒に外部指導者が協力している。競技に経験がない顧問に対し

ては、競技の練習方法について助けになっている。 

・外部指導者の１学校当たりの人数は多いところで４人、少ないところで０人と申請ベー

スなのでばらつきがある。 

・守秘義務等の規定はないが、留意事項で顧問、校長との連携を密にすることで担保され

ていると思われる。 

・指導者の年齢は２０代から７０代、職業は退任した方、会社員、自営業等様々な方が指

導者として登録している。 

・総合型のスポーツクラブのように地域の中で部活動育てる地域もあれば、学校単位中心

で行っている地域もある。船橋市全体で一概に行っているわけではない。 

 

本市への提言 

部活に外部からの人材を平成３年という早い時期から制度化し行ってきていることは、

特筆すべきことである。船橋市は、すでに制度化されていることから、目的が競技力の向

上から教員の負担軽減に拡大していくことは、国の制度が決まれば取り組みを変えていく

のは比較的容易でないかと思われる。 

西宮市は、外部の人材を教育現場に登用することが、制度として進んでないことが課題 
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                 である。まずは外部の人材を積極的に制度として活

用するという方針を立てて頂きたい。 

当市のボランティアにお願いしていた「ささえ事業」

などから、市独自の報償費の伴った制度を作ること

を是非とも進めていくよう要望致します。 

 

○石川県 

在宅育児家庭への支援について 

（マイ保育園登録事業、在宅育児家庭通園保育モデル事業など） 

マイ保育園登録事業 

① 背景 

・少子化対策のため「いしかわエンゼルプラン２００５」を平成１７年に策定。（県民意

識調査で家庭の養育力の低下がみられたため、在宅家庭を含む、全ての子育て家庭を支援

する施策に重点を置く） 

・保育所等を身近な子育て支援の拠点と位置づけた「マイ保育園」制度を創設。 

②制度の概要 

・妊娠・子育て中の親を対象（登録率６割） 

・妊娠期は、乳幼児の生活の見学、育児体験（おむつ替え、ミルク授乳、沐浴等） 

・出産後は、一時預かりでリフレッシュ、保育士等の育児相談、親子体験教室、子育てプ

ランの作成等。 

・ほぼ全ての保育所で実施（金沢市は独自の制度があるため除外） 

・地域の子育て拠点の保育所等での育児体験・育児相談。 

・子育て支援コーディネーター（保育士等、平成２８年末１４００名）が子育て支援プラ

ンを作成し、子育て支援サービスの利用をコーディネート。 
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・親子体験教室など、子育て応援のための創意工夫した取り組みを積極的に行う保育所等

への支援。 

③支援プランの作成 

・家庭生活調査票作成（家庭・子供の状態、育児の不安などを調査） 

・アセスメントシート作成（調査の情報で親子の状況、育児環境等の分析） 

・支援プラン（長期用）作成（アセスメントで支援の長期的な方向性・目標・内容を提示） 

・支援プラン（月間用）作成（長期用をもとに、１ヶ月間の支援サービス利用計画を提示） 

・経過観察・記録の作成（後の支援に活かすため、支援経過を記録） 

 

在宅育児家庭通園保育モデル事業 

④背景 

核家族化が進む中、在宅育児家庭の３歳未満児は、子供・子育て支援新制度下でも、通園

による保育サービスの対象外でエアポケットになっている。 

⑤目的 

・親は保育士や他の親等の関わりや社会活動への参加で、精神的不安を軽減。（虐待防止） 

・子供に同世代の子供や親以外の大人の関わりの中で、健やかに育つ機会を提供。 

・在宅育児家庭の３歳未満児が、定期的に集団保育を受けることができるよう通園に準じ

た保育サービスをモデル的に提供。 

⑥制度の概要 

・３号認定の子供とみなし、認定こども園に通園。 

・保育サービス例＝週約２～３回、１回約４時間、１時間当たり約２００円。入園児と同

じ部屋で定期的。（一時預かりは専用スぺ－スで違う） 

・受け入れの園に運営費として日一日１２００円、年間１５万円（県が１/２負担） 

・保育計画を作成する。 
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・認定こども園で行う。（満３歳児になっても継続通園が可能） 

・新たな職員の雇用はしないため、受け入れ人数は１施設当たり２～３人。 

・実施期間、実施日、実施回数、実施時間は利用希望の保護者と施設間で調整し決定する。 

・心理的負担軽減、肉体的負担軽減、他の子供との関わりを持たせたい等、利用目的を選

ぶ。 

・保育が必要な子供入所を優先する場合は、利用を途中で中止することを保護者に了解を

得る。 

⑦西宮の質問 

・子育て支援コーディネーターは３ヶ月の研修を受ける。保育所の主任が多い。 

・保育士の負担増は、現状は対処できている。 

・合計特殊出生率は全国的に上昇しているがマイ保育園が、出生率に影響があったか不明。

（全国１．４４、石川１．５３で２２位） 

・登録率、実施率は高いレベルで横ばい。 

・全保育所が対象（系列で選別していたり夜間保育所は参加していないところもある） 

・待機児童はいない。 

・一時預かりは無料券３枚。それ以降は料金が発生。（各市町により料金は違う） 

・通常保育と一時保育に支障のない枠をモデル事業に当てている。 

・石川県の児童虐待の推移は、マイ保育園制度の

始まった平成１７年２１１件、平成１８年金沢市

に児童相談所設置、平成２１年に４７６件、平成

２８年８４６件。全国的に増加傾向だが、マイ保

育園制度により早期に対処でき虐待を未然に防い

だ例もある。 

・マイ保育園は広く見るので予防につながり、モデル事業は通わせたいけど通わせれない
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保護者が利用。 

 

本市への提言 

モデル事業は、受け入れの余力のある保育所でなら行えるところも地域もあると思われる

が、空いている施設の活用という視点であるので、財政的に積極的に行うことが喫緊に必

要だとは思わないが、マイ保育園制度については、待機児童が増加する当市において、一

時預かりについては実施が難しいことが考えられるが、育児相談など在宅育児家庭の身近

な子育ての支援拠点として登録してもらうことは、育児不安の解消、虐待の防止など非常

に意義のある取り組みと考える。 

市内全域にまんべんなく相談施設がない現状で、是非とも進めるべき施策であると考える。 

今後、研究を重ね、マイ保育園事業を実現してもらいたい。 
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教育こども常任委員会  視察報告書 
 

報告者：松山 かつのり 
 
●戸田市 
 ・産官学民連携による先進的な教師力向上教員研修について 
  10 月 18 日（水） 13：15～ 戸田市役所 
 
 戸田市は人口 136,150 人で出生率も 1.55（全国平均 1.45）と高く財政力指

数も 1.20（西宮市 0.9）非常に高水準を示しています。 
 今回、産（産業界）・官（文科省/経済産業省）・学（国立研究所など）・民

（地元）の連携について視察を行いました。 
 埼玉県において戸田市は人口が増えており、将来の戸田市のために、これ

からの方向性を教育と子育てに重心を置き、市内の限られた資源だけではな

く、専門的な外部の資源を活用することで、教育の最先端を提供できるとし、

そのためには、教育に携わる者が学び続ける必要があるとしております。 

              
まずは教育現場から意識を変えるため、「教育委員会活性化の心構え」とし

て、教育委員が主体性を発揮できる環境を作り出し、教育委員発の提案や学

校訪問などを行うことで、風通しの良い環境が生まれます。（教育委員会の傍

聴も年々増加しています） 
児童に対しては、「21 世紀型スキル」「汎用的スキル」「非認知型スキル」

を呼ばれる能力の育成を目指しています。これは物事に対して自身で考える

能力とそれをやり遂げる力といえるのだと思います。戸田市では、ＡＩでは

代替えが難しいスキルとして「人間ならではの感性や創造性を伸ばし、ＡＩ

での代替えは難しい力の育成」として、日進月歩進化するＡＩが様々な職種

戸田市では全国初の試

みで「採用試験における事

務（教育枠）」を新設し、

教育委員会事務に精通し

た職員を教育行政のプロ

として育成。 
戸田市の『教育のまち戸

田』の実現のため『人財』

を求めています。 



2 
 

を代替えしていく中で、決してＡＩや機械などで賄えない人間の感性や創造

性を育んでいくことに主眼を置いています。 

 
【まとめ】今回は教育長自ら、私たちの視察のプレゼンを行っていただき、

この取り組みへの情熱を感じました。そこには「教育委員会独特の閉塞感を

打ち破り、風穴を開ける」との決意があり、米百俵の精神が伝わりました。 
 また事業を行うに当たって、民間との連携に際しても、「Ｗｉｎ－Ｗｉｎ」

の関係で、民間から得るもの、また教育現場から与えるものを根気よくマッ

チングしていく、そして双方が実のなる果実を得ていく取り組みに感動致し

ました。 
 産業界との連携には批判もあったとお聞きしました。そのリスクを負いな

がら連携を進めてこられ、国や文科省も参考にするなど一定の成果が出てい

るのではないでしょうか。 
 また家庭学習（環境）が学力に与える影響は大きいとし、家庭学習支援プ

ログラミングや、初期の段階で幼児教育を受けると生活保護に至るケースが

減少するなど、松戸市の教育に対する取り組みは、細部にわたって網羅され

ていると感じます。 
 最後に平成 29 年度松戸市教育委員会の教育施策方針を紹介したいと思い

ます。『大人が直接的に子供に教えることも大切ですが、大人の背中を見て子

供たちが自ずと育っていくような場所や空間こそが、教育的文化の生まれる

源だと思います。』 
 この松戸市の取り組みはとても参考になり、学ぶべき部分が多くありまし

た。しかし根底には教育にかける教職員の情熱や、私たち大人も学校任せで

はなく、子どもを全体で育んでいく仕組みなくしては、どんな素晴らしい取

り組みも機能しない絵に描いた餅になり、子どもに負担を押してけるだけに

戸田市ＰＥＥＲプログラミングとは 

Ｐ（プログラミング教育）…ベネッセやインテ

ル・Ｇｏｏｇｌｅなどの企業と連携。プログラ

ミング的思考を育てる。 

Ｅ（英語教育）…小学１年から英語教育を行い、

また青山学院大学と連携し、教員の英語指導力

向上を目指す。 

Ｅ（経済教育）…企業と連携し、経済・社会の

仕組みを学び、「考える習慣」を身に着ける。 

Ｒ（リーディングスキル）…国立情報学研究所

と連携「読解力」向上を目指す。 
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なることに気が付かければなりません。 
 
 
●松戸市 
 ・子育てコーディネーター事業について 
  10 月 19 日（木） 10：00～ 松戸市役所 
 
 今回は、「E－こどもの森ほっとるーむ東松戸」の現地視察を兼ねて行いま

した。 
 松戸市は本市と類似しており、都心から 20㌔圏に位置し、面積 61.38㎢ 人

口 487.091 人(平成 29 年４月 1 日)と人口規模では西宮市と同じです。 

 
  

「子育てコーディネーター」事業を行うきっかけとなったのは、子育て支

援が多岐にわたるため、初めての方には支援が届かないこともあり、それが

児童虐待につながる恐れもあります。その解消のために乳幼児と保護者が気

軽に訪れることができる、地域子育て支援拠点に一定の研修を受け子育てコ

ーディネーター認定を受けた人が、支援を行うことができる体制を整備して

います。 
  

この地域子育て支援拠点は「おやこＤＥ広場」16 ケ所「子育て支援センタ

ー」7 ケ所設置されており、それぞれ子育てコーディネーターが常駐してお

り、特に配慮が必要な親子の対してはコーディネーター間で情報の共有を行

い、支援の体制を行っています。 
 地域子育て支援拠点の利用は、主に 0～3 児向けに無料開放されており（但

し乳幼児の一時預かりは有料）、各拠点の特色を生かしたイベントなど妊婦さ

んや父親向けの企画も行っています。 
 子育てコーディネーターはすでにスタッフとして従事している者が法人か

ら推薦を受けることが条件となっており、認定講座を受講するとともに毎年

現地視察しました、「E-子ど

もの森ほっとるーむ東松戸」

は駅前で利便性がよく、開放

的でとても明るい施設でし

た。当日は雨にもかかわらず

元気いっぱいの子どもで賑

わってました。 
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度スキルアップ講座も実施し、平成 29 年度４月 1 日現在で、72 名のコーデ

ィネーターが活躍しています。 
 
【まとめ】この地域子育て支援拠点事業は平成 23 年度に始まり、従来子育て

に関する相談は行政機関で行うものと思い、相談者には敷居が高く感じられ

ることもあり、一方多岐にわたる支援策や類似する支援策で受けたい支援に

たどり着かない場合が多にしてあります。視察した現場では、児童を遊ばせ

ている傍ら立ち話的に相談できる気軽さがありました。 
  

また特徴的なのは、あくまでも受け身の姿勢で「追わない・見つけない・

つなぐ」と無理に聞き出すのではなく、相談者から切り出すのを待っている

ことです。 
 在宅で育児を行っている家庭は、時に孤立になる可能性があり、そのため

に情報の不足、支援の不足に陥りがちになります。 
 今回視察させていただいたこの事業は、利用者は年間 23 万人以上とニーズ

の高さがうかがえます。 
 施設整備に伴ってそれぞれの拠点が連絡会をもち、定期的な情報交換を行

い、拠点による質の偏りの解消をつとめ、全体の質の向上にも努めています。 
 在家庭の育児支援にとってはとても有効な事業と思われます。本市でも充

実した子育て支援を行っていますが、支援する側と支援を受ける側の橋渡し

的な存在として、考慮する必要があるのではないかと思います。 
 

 
 

  

松戸市は共働き 子育て

しやすい街では全国 5 位（日

経ＤＵＡＬから）しかも 1

位浦安市 2 位舟橋市など千

葉県では 10 位までに４市が

入っています。 

 「まつど子育てガイドブッ

ク」はＡ5 サイズで持ち運び

にも便利で、子育てに関する

情報が満載です。 
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●船橋市 
 ・小中学校運動部活動指導者派遣事業について 
  10 月 19（木） 13：30～ 船橋市役所 
  

船橋市は面積 85.62 ㎢ 人口 631,199 人 (西宮市面積 100.18 ㌔メートル 

人口 488,399 人) 
 今回は社会的な問題となっています、教職員の過重労働に対して部活動の

あり方の一助として視察を行いました。 
 船橋市で行われています「小中学校運動部活動指導者派遣事業」について

平成 3 年から行われており、開始当時は 15 名の派遣で平成 28 年度では 56
名の派遣指導員の実施を行うまでになりました。 
 この事業では、各学校園が希望する外部指導員を探し、学校長が推薦した

者を教育委員会に名簿を提出し委嘱することになっています。 
 この派遣事業では運部に限定しており、文化部ではその要望はないとのこ

とです。 
 また、指導者が決まった際、教職員を始め児童生徒・保護者への紹介を行

い、実務を行うときには未経験である顧問にも実技指導を行い学びの場とし

ています。 
 
【まとめ】船橋市の場合は平成 3 年度からこの事業が始まっており、事業開

始当時は教職員の過重労働に対する負担軽減策と言うよりは、当時において

は、教職員の過重労働に対してというよりは、競技力向上を目的とした取り

組みではないのかと推察しました。 
船橋市はサッカーや駅伝では強豪校として有名であり、当時としては競技

力の向上は自然であると思います。 
 しかし平成 28 年第 2 回定例会での会議録によりますと、ある議員の質問で

は、部活での指導者派遣について次のように質問をしています。「本市におい

て小中 81 校中 31 校のみの運動部への派遣ですが、教員負担軽減のために地

域の有用な指導者の派遣を積極的に進めるべき」に対しての答弁は、「専門的

指導力を持つ顧問不足を補うため事業であること、また派遣者数は増加傾向

にあり、外部指導員の派遣については、今後の積極的に進めていく」とされ

ています。 
 結論から申し上げると、この外部指導者派遣事業は競技力向上を目指す小

中高、また教職員の過重労働負担軽減、両方に効果的であると思います。是

非とも本市としても本市に見合った制度設計を行い、本格的な事業として実

施を検討してもいいのではないかと思います。 
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●石川県庁 
 ・在宅育児家庭への支援について 
 ～マイ保育園登録事業、在宅育児家庭通園保育モデル事業など～ 
  10 月 20 日（金） 10：00～ 石川県庁 

 
石川県の概要としては、金沢市や小松市・白山市など 11 市 8 町から構成さ

れて、北陸地方の中心部に位置しており、人口は 1,150,818 人（平成 28 年

10 月 1 日）※兵庫県人口 5,566,100 人(平成 29 年 8 月 1 日)です。 
今回は石川県で実施されている『マイ保育園制度』を視察させていただき

ました。 
石川県の特徴として、女性の就労率も高く、（全国 47.1％ 石川県 51.2％）

全国 1 位です。また保育所の整備（普及）も全国 3 位と高く、しかも待機児

童もゼロという子育てに適した環境にあるといえるのではないかと思いまし

た。 
実際データで見ても、下記の同県で発行している『いしかわの結婚・子育

てアレコレ』では石川県の魅力が綴られていました。 

 
  

それに、石川県の出生率は 1.53（全国平均 1.45）と高い出生率に伴い、子

育て環境の整備も要求されてきたものと思われます。 
 この『マイ保育園制度』は保育所等を身近な子育て支援点と位置付け、県

民意識調査での「育児に自信がない」との育児力低下への課題に対して創設

されたものです。 

☆一時預かり実施率全国 1 位 

就学前千人当たり 3.4 ヶ所 

 

☆延長保育実施保育所率全国 4 位 

0～4 歳児 1 万人当たり 61.4 ヶ所 

 

☆石川県初の県内企業の協力による

『プレミアムパスポート事業』 

18 歳未満のお子さんが 3 人以上いる

ご家庭に協賛店舗による割引 

 

☆その他青少年育成施設や体育施設

などそれぞれ全国 4・8 位 
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 この制度は県内ほぼすべての保育所等で実施されており、3 日間の研修を

受けた「子育て支援コーディネーター」(約 1,400 人)が各園に配置されており、

それが子育て支援プランを作成し、コーディネートを行い支援をおこないま

す。 
またその支援のプランは、「家庭生活調査票」にて家族構成を把握し、どの

ような支援が必要か「アセスメントシート」で計画、その上長期的な支援と

してプランを立てて、その長期的なプランを実務的に行うため、月ごとまた

週ごとに計画を立て、月 1 回支援の経過を確認するといった、きめ細やかな

制度になっています。 
その際利用者は施設に利用を申請を行い市町が利用認定や利用後の実施報

告後、補助金を支払う仕組みになっています。 

 
  
【まとめ】今回の視察の提言としては、在宅で育児を行う家庭に対する支援

という視点で視察をさせていただきました。 
石川県で行っている『マイ保育園制度』は、平成 17 年厚生労働省白書で保

護者と園のマッチングのモデル事業として紹介され、平成 18 年に金沢市を除

いた 15 市町で実施されました。(金沢市では同事業を行っているとのこと)。    
この制度は非常に有効的で、利用される家庭にとってはコンビ二に立ち寄

る気軽さがあり、児童虐待防止にも効果的と思われます。 
しかし西宮市にとっては待機児童 300 人以上(平成 29 年度)の解消が最優先

課題としてあるので、この制度は待機児童ゼロと保育所に余裕があるから可

能と思われます。 
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